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で
い
る
。

質
問 

引
き
下
げ
目
標
と
の
１

％
の
差
に
よ
り
生
じ
る
削
減
効

果
額
４
千
万
円
の
穴
は
ど
の
よ

う
に
し
て
埋
め
る
の
か
。

答
弁　

人
件
費
総
体
の
削
減
を

図
っ
て
い
く
。

質
問 

東
久
留
米
市
の
地
域
手

当
は
近
隣
市
に
比
べ
著
し
く
低

い
。
地
域
手
当
の
国
基
準
の
地

域
間
格
差
解
消
に
向
け
て
、
国

へ
働
き
掛
け
は
行
っ
て
い
る
の

か
。

答
弁　

副
市
長
会
の
方
で
国
へ

格
差
解
消
の
要
望
を
出
し
て
い

る
。

質
問 

行
財
政
改
革
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
の
変
更
の
予
定
は
。

答
弁　

他
の
項
目
に
つ
い
て
精

査
を
加
え
な
が
ら
検
討
し
た 

い
。

　
「
東
久
留
米
市
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
」
は
、　

月　

日
の

１２

１２

総
務
委
員
会
で
審
査
さ
れ　

月
１２

　

日
の
本
会
議
に
お
い
て
賛
成

２０多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
案
は
、
現
行
の
市
職
員
の

給
料
表
を
東
京
都
人
事
委
員
会

勧
告
に
準
拠
し
た
表
に
改
め
、

地
域
手
当
支
給
率
を　

％
か
ら

１２

　

％
に
引
き
下
げ
、　

年
度
末

１０

２３

を
も
っ
て
暫
定
給
料
表
を
廃
止

す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

【
委
員
会
等
で
の
質
疑
か
ら
】

質
問 

平
成　

年
８
月
の
第
４

２３

次
行
財
政
改
革
ア
ク
シ
ョ
ン
プ

ラ
ン
（
改
定
版
）
で
は
、
地
域

手
当
を
９
％
で
計
算
し
た
削
減

参
考
効
果
額
が
提
示
さ
れ
て
お

り
、
９
月
議
会
の
答
弁
に
お
い

て
も
地
域
手
当
は
９
％
へ
引
き

下
げ
が
目
標
と
答
弁
し
て
い
る
。

な
ぜ
９
％
が　

％
に
変
更
に
な

１０

っ
た
の
か
。
ま
た
、
地
域
手
当

の
今
後
は
。

市
長　

関
係
団
体
と
の
協
議
の

妥
結
結
果
に
よ
り
、
今
回
は　
１０

％
で
の
提
案
と
な
っ
た
。
今
後

も
国
基
準
の
６
％
を
目
標
に
交

渉
は
続
け
て
行
き
た
い
。

質
問 

地
域
手
当
支
給
率
引
き

下
げ
の
効
果
額
は
。

答
弁　

１
％
引
き
下
げ
に
よ
り

年
間
で
約
４
千
万
円
を
見
込
ん

わ
ら
ず
、
本
議
案
で
は
２
％
削

減
と
な
っ
た
。

　

加
え
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
運
行
に
関
し
て
は
、
昨
年
の

第
３
回
定
例
会
の
請
願
審
査
の

際
、
市
長
自
ら
長
期
総
合
計
画

前
期
計
画
に
載
せ
る
旨
表
明
、

本
年
第
３
回
定
例
会
に
お
い
て

は
、
市
長
任
期
中
に
実
験
運
行

を
実
施
す
る
旨
を
表
明
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
定
例
会　
１２

月
６
日
の
一
般
質
問
の
答
弁
で

「
多
額
の
支
出
が
伴
う
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ
ス
の
実
験
運
行
を
任

期
中
に
着
手
す
る
こ
と
は
難
し

い
、
と
の
結
論
に
至
り
ま
し

た
。」と
一
方
的
に
方
向
性
を
変

え
た
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
議
会
と

の
信
頼
関
係
の
根
幹
に
関
わ
る

こ
と
で
あ
り
、
混
乱
を
招
い
た

こ
と
は
看
過
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
市
長
の
答
弁
は
市
政
の

方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

そ
の
責
任
は
極
め
て
重
い
も
の

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今

日
ま
で
の
市
長
の
議
会
対
応
は

 
真  
摯 
さ
と
誠
実
さ
に
欠
け
る
も

し
ん 

し

の
で
、
政
治
姿
勢
が
問
わ
れ
る
。

　

よ
っ
て
、
東
久
留
米
市
議
会

は
、
東
久
留
米
市
長
馬
場
一
彦

君
に
対
し
、
市
長
と
し
て
の
自

覚
と
責
任
を
問
い
、
猛
省
を
求

め
る
も
の
で
あ
る
。

 　
「
東
久
留
米
市
特
別
職
の
給

料
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
」
は
、
東

久
留
米
市
長
馬
場
一
彦
君
に
対

し
猛
省
を
求
め
る
決
議
を
受
け
、

自
ら
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
る

と
し
て
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
委

員
会
の
付
託
を
省
略
し
、　

月
１２

　

日
の
本
会
議
に
お
い
て
審
議
、

２０賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
案
は
、
同
条
例
に
定
め
る

市
長
の
給
料
の
平
成　

年
１
月

２４

分
月
額
を　

％
に
減
額
す
る
と

５０

い
う
も
の
で
す
。

市
長
の
給

市
長
の
給
料料

減
額
条
例
可

減
額
条
例
可
決決

を
改
正
す
る
条
例
案
が
示
さ
れ

た
。
し
か
し
、　

月　

日
の
議

１１

２４

会
運
営
委
員
会
で
提
案
さ
れ
た

下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
は
、
前
記
の
議
案
説
明

会
で
示
さ
れ
た
も
の
と
は
異
な

る
内
容
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
市
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
提
案
に
際
し
て
は
、

行
財
政
改
革
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ

ン
（
改
定
版
）
で
地
域
手
当
支

給
率
の
３
％
削
減
分
の
目
標
額

が
明
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か

　

下
水
道
条
例
の
改
正
案
の
直

前
で
の
変
更
、
市
職
員
給
与
の

地
域
手
当
削
減
率
の
目
標
数
値

と
結
果
の
差
、
一
般
質
問
の
最

中
で
の
任
期
中
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
バ
ス
実
験
運
行
の
断
念
表
明
。

こ
れ
ら
一
連
の
対
応
に
よ
り
、

議
会
運
営
に
混
乱
を
招
い
た
と

し
て
、
市
長
の
責
任
を
問
う
問

責
決
議
が　

月
８
日
提
出
さ
れ
、

１２

出
席
議
員
全
員
賛
成
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。
左
記
に
要
旨
を
掲

載
し
ま
す
。

【
決
議
文
（
要
旨
）】

　
　

月　

日
に
開
催
さ
れ
た
提

１１

１７

出
予
定
議
案
説
明
会
に
お
い
て
、

東
久
留
米
市
下
水
道
使
用
料
等

検
討
委
員
会
報
告
書
に
基
づ
き
、

市
側
か
ら
下
水
道
条
例
の
一
部

　

平
成　

年
第
４
回
定
例
会
は　

月
１
日
か
ら　

日
ま
で
の
会
期
で
開
催
さ
れ
、

２３

１２

２０

「
東
久
留
米
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」、　

年
度

２２

各
会
計
決
算
の
認
定
な
ど
、
市
長
提
出
議
案　

件
、
議
員
提
出
議
案
（
意
見
書
・
決

１２

議
案
を
含
む
）　

件
、請
願　

件
を
審
議
し
ま
し
た
。結
果
は
４
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

１７

３１

　

今
定
例
会
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
実
験
運
行
に
つ
い
て
の
市
長
発
言
を
め

ぐ
り
一
般
質
問
が
中
断
し
た
た
め
、
当
初
４
日
間
で
あ
っ
た
一
般
質
問
の
日
程
を
会

期
内
で
１
日
追
加
し
ま
し
た
。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
実
験
運
行
に
関
し
て

は
、
９
日
に
改
め
て
市
長
報
告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

市
長
は
、
議
会
運
営
に
支
障
を
来
し
た
こ
と
な
ど
に
対
し
て
深
く
お
わ
び
す
る
と

し
て
、　

日
の
本
会
議
最
終
日
に
陳
謝
し
ま
し
た
。

２０
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１月２６日は文化財防火デー　市内の文化施設にて消防演習が行われました
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久
留
米
市
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馬
場
一
彦
君
に
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猛
省
を
求
め
る
決
議
を
全
員
賛
成
で
可

猛
省
を
求
め
る
決
議
を
全
員
賛
成
で
可
決決

東
久
留
米
市
職
員
の
給
与
に
関
す

東
久
留
米
市
職
員
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給
与
に
関
す
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条
例
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一
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改
正
す
る
条
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可

条
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一
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改
正
す
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条
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決決
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下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
否

下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
否
決決

　
「
東
久
留
米
市
下
水
道
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
は

　

月　

日
の
建
設
委
員
会
で
審

１２

１３

査
さ
れ
、　

月　

日
の
本
会
議

１２

２０

に
お
い
て
、
賛
成
少
数
で
否
決

さ
れ
ま
し
た
。

　

本
案
は
、
東
久
留
米
市
下
水

道
使
用
料
等
検
討
委
員
会
（
平

成　

年
２
月
設
置
）
の
報
告
を

２３
踏
ま
え
、
下
水
道
事
業
の
健
全

経
営
に
向
け
て
下
水
道
使
用
料

な
ら
び
に
減
免
規
定
の
条
例
改

正
を
行
う
も
の
で
す
。
汚
水
処

理
に
掛
か
る
経
費
に
対
す
る
使

用
料
の
割
合
（
汚
水
処
理
経
費

回
収
率
）
を　

年
度
に　

％
と

３２

１００

な
る
よ
う
使
用
料
改
定
率
を　
６.２

％
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
生

活
扶
助
受
給
者
な
ど
に
対
す
る

使
用
料
の
減
免
に
つ
い
て
は
、

全
額
免
除
と
し
て
い
た
も
の
に

使
用
量
の
上
限
を
設
け
、
１
カ

月
当
た
り
の
汚
水
排
出
量　

立
２０

方
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
使
用
料
を

免
除
と
す
る
改
正
で
す
。

【
委
員
会
の
質
疑
か
ら
】

質
問 
　

月　

日
に
開
催
さ
れ

１１

１７

た
提
出
予
定
議
案
説
明
会
で
は
、

減
免
の
上
限
が
検
討
委
員
会
の

報
告
書
通
り
に
１
カ
月
当
た
り

　

立
方
メ
ー
ト
ル
と
し
て
い
た

１０は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
１

週
間
後
の
議
会
運
営
委
員
会
で

は　

立
方
メ
ー
ト
ル
に
変
わ
っ

２０
て
い
た
。
直
前
に
な
っ
て
変
更

し
た
理
由
は
。

市
長　

新
た
に
使
用
料
が
発
生

す
る
方
へ
一
定
の
配
慮
を
す
る

と
と
も
に
、
節
水
意
識
の
向
上

の
た
め
、
あ
る
程
度
の
負
荷
も

必
要
で
あ
る
。
減
免
対
象
者
の

月
平
均
使
用
量
が　

・
３
立
方

１９

メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
政
策
判
断
し
た
。

質
問 

減
免
の
対
象
に
は
な
ら

な
い
低
所
得
者
に
対
し
て
の
配

慮
は
。

答
弁　

現
在
の
と
こ
ろ
考
え
て

い
な
い
。

質
問 

厳
し
い
経
済
状
況
下
に

お
い
て
、
全
市
民
に
関
わ
る
値

上
げ
を
す
る
こ
と
に
対
す
る
市

長
の
見
解
は
。

市
長　

文
化
的
生
活
の
維
持
、

環
境
保
護
等
の
要
で
あ
る
下
水

道
事
業
を
運
営
し
て
い
く
に
は
、

下
水
道
財
政
が
健
全
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
市
民
の
暮
ら
し

が
厳
し
い
こ
と
は
十
分
認
識
し

て
い
る
が
、
受
益
者
と
し
て
一

定
の
負
担
は
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
。

質
問 

段
階
的
に
値
上
げ
を
し

て
い
く
方
法
も
あ
る
の
で
は
。

答
弁　
　

年
度
末
の
汚
水
処
理

２２

経
費
回
収
率
は　

％
で
、
不
足

６９

す
る
分
を
一
般
会
計
か
ら
繰
り

入
れ
て
賄
っ
て
い
る
状
態
で
あ

る
。
市
の
財
政
状
況
は
厳
し
く
、

段
階
的
な
値
上
げ
で
は
立
ち
行

か
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
ま

た
、
改
定
の
た
び
に
シ
ス
テ
ム

変
更
等
の
経
費
も
必
要
と
な 

る
。

市長の公約と政治姿勢を問う

一
般
質
問
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
２
・
３
面

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
実
験
運
行
に
関
す
る 

市
長
報
告　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‥
‥
‥
４
面

議
案
と
請
願
の
審
議
結
果
・
意
見
書
な
ど
‥
‥
‥
‥
４
面

今 号 の
内容案内


